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更正決定等をすべ きと認 め られない旨の通知書

下記の内容について、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等をすべきと認
められませんので通知 します。

記

税 目 更 iE決定等をすべきと認められない課税期間等 (参考)調査対象期間

法人税

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日 事業年度

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日 事業年度

自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日 事業年度

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日 事業年度から

自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日 事業年度まで

地方

法人税

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日 課税事業年度

自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日 課税事業年度

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日 課税事業年度から

自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日 課税事業年度まで

消費税及

び地方消

費税

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月 31日 課税期間

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日 課税期間

自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日 課税期間

自平成26午 4月 1日 至平成27年 3月 31日 課税期間から

自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日 課税期間まで

源泉所得

税及び復

興特別所

得税

右記調査対象期間に法定納期限が到来する源泉所得税

及び復興特別所得税

自平成26年 5月 12日 至平成29年 9月 11日 に法定納期限が到

来する源泉所得税及び復興特別所得税

以下余 自

備 考

小林


